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明星大学発達支援研究センター紀要　MISSION　March/2023 No. 8

〈要旨〉大学等において支援学生数が増加する自閉スペクトラム症（以下、ASD）のある学生の合理的配慮を活
用する経過や認識を明らかにするために、ASDのある学生（以下、ASD学生）が合理的配慮を活用するプロ
セスについて検討を行なった。大学で合理的配慮申請を受けている3名のASD学生に半構造化面接を行い、
修正版グラウンデッド・セオリー・アプローチで分析した。本研究において、ASD学生が合理的配慮申請を行う
背景には、家族や医療とのつながりを主とする【自分と自分の症状を見守る環境】や【自分の状態に応じた配慮
への認識】があった。ASD学生のこうした認識は配慮内容の明確化と一致するものではなく、合理的配慮申請
時には自分に必要な配慮内容を明確に示すことの難しさから、様々な心情が生じるが、客観的な資料や助言を
得ることで【自分の状態に合わせた合理的配慮内容】が整理される過程があった。合理的配慮の提供過程では、
自分が困難でと考えていたことが変化したと実感することが、自分なりに困難に対する対処を検討する【自分や環
境への新たな意識】となっていた。
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自閉スペクトラム症のある学生が合理的配慮を
活用するプロセスの検討

【原著論文】

１．はじめに

　「障害を理由とする差別の解消の推進に関する
法律（以下、障害者差別解消法）」が2016年から
施行され、2021年に改正が行われた。法令には
障害による「不当な差別的取り扱いの禁止」や「合
理的配慮の提供」が明記されており、改正後には
全ての事業者に対してこれらが義務化されること
になっている。この障害者差別解消法は、2006
年に国連総会で採択された「障害者の権利に関す
る条約（以下、障害者権利条約）」で示される概念
を基盤とし、障害を「機能障害を有する者とこれ
らの者に対する態度及び環境による障壁との間の
相互作用」で捉える「社会モデル」を柱に構成さ
れている。
　大学等の体制整備については、2012年に「障

がいのある学生の修学支援に関する検討会報告第
一次まとめ（以下、第一次まとめ）」、2017年には

「障害のある学生の修学支援に関する検討会報告
第二次まとめ（以下、第二次まとめ）」が示され、
教育を受ける権利を保障するための社会的障壁の
除去や教育の提供方法の調整を含む合理的配慮が
検討されてきたと考えられる。しかし一方では、
2022年8月に国連の権利委員会による審査から、
障害者権利条約第24条“教育”について、「高等
教育における障害学生にとっての障壁（大学入試
および学習プロセスを含む）に対処する国レベル
の包括的政策を策定すること」と勧告を受けたこ
とは、本邦での体制整備の現状に対する重い指摘
であり、さらなる検討や再考が必要であることを
認識する機会とも考えられる。
　大学等での体制整備については第二次まとめ
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（文部科学省 , 2017）に指針が示されており、「大
学等が取り組むべき主要課題とその内容」、「不当
な差別的取り扱い」や「合理的配慮に関する考え
方と対処」、「合理的配慮の内容の決定の手順」な
どの項目は、障害者差別解消法を反映した構成と
なっていると言える。詳細となる、「教育環境の
調整」には、障害のある学生を排除するものとな
らないこと、教育の目的・内容・評価の本質を変
えないこと、過重な負担にならない範囲において
教育の提供方法を柔軟に調整することなどが示さ
れ、「不当な差別的取り扱いを防ぐための事前的
改善措置」の考え方には、施設・設備のバリアフ
リー化や学内規定・組織などの体制整備が必要で
あることが明示されている。さらに、「合理的配
慮の内容の決定」については「障害のある学生本
人の意思を尊重しながら、本人と大学等が互いの
現状を共有・認識し、双方でより適切な合理的配
慮の内容を決定するための話し合い（以下、建設
的対話）」と「原則、障害のある学生本人の申出」
に応じて行うことが示されている。また、大学等
における合理的配慮に関する研究については、山
本ら（2017）や吉原ら（2018）に見られる合理的配
慮でのコーディネートや基準づくりに関わる検討
や、建設的対話に対する検証（田島ら , 2022）な
どがあり、合理的配慮を提供する支援者側の見識
は深められてきていると考えられるが、一方でこ
の状況は障害のある学生にとって、どのような意
味を持つものなのだろうか。合理的配慮は国連で
採択された障害者権利条約が示す国際的な概念で
あり、社会モデルの影響を大きく受けている。社
会が作り出している障壁（バリア）を取り除こう
とする概念は、障害のある学生自身の学修にとっ
ても有益であると考えられる反面、障害のある人
の積極的な参加や意思表明など実現するために求
められることは非常に多く、西村（2020）は、こ
れをことさらに強調することは「医療モデルの考
えに近い」と指摘している。
　日本学生支援機構（2021）によれば、2016年度
には27,256人であった障害学生数は、2021年度
では40,744人となっており、この5年で13,488

人の増加があったことが示されている。そのう
ち2021年度の支援学生数は21,767人であり、障
害種別の内訳では、精神障害（7,613人 /35.0%）、
発達障害（6,037人 /27.7%）、病弱・虚弱（3,514
人 /16.1%）と続き、それぞれの障害種別において
も支援学生数が増えている。また発達障害学生に
ついては、診断書のない支援学生数が2,585人加
えられており、発達障害における支援学生の総
数は8,622人となっている。また、この内訳とし
てASDのある支援学生数は3,394人と最も多く、
発達障害の重複のある学生もいることからも、発
達障害のある学生への支援の需要は今後も高まっ
ていくことが予想される。
　合理的配慮の申請については「当該学生が社会
的障壁の除去を必要としていることが明白である
場合には、法の趣旨に鑑み、大学等側から当該学
生に対して働きかけることが望ましい」ことが第
二次まとめ（文部科学省 , 2017）に記載されてい
るが、この背景には増加する障害学生への支援や
診断書のない発達障害学生などに対する多様な支
援に応じるための提言であることが考えられる。
発達障害学生については、「診断を受けていて
も、配慮を受けることに対する抵抗がある（常田 , 
2022）」例や、「自分自身が何に困っているかを十
分に自覚できていないことが多い（小川 , 2018）」
とする報告に加え、中野ら（2021）は「困りごと
質問紙」におけるASD特性の高さと、AQの「コ
ミュニケーション」「想像性」との関連が「対人関
係」の困り感を生じさせているとする検証がある。
こうした発達障害やとりわけASDのある学生に
おいて、合理的配慮の申請を行うことは容易では
ない可能性がある。しかし、障害のある学生自身
がどのような理由で申請し、どのように合理的配
慮を捉えているのかや、配慮を受ける経験をどの
ように認識しているかに着目する研究は少ない状
況にある。

２．目的

　大学等において支援学生数が増加するASD学
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生の合理的配慮を活用する経過や認識を明らかに
するために、ASDのある学生が合理的配慮を活
用するプロセスについて検討を行う。

３．方法

３．１　研究協力者

　私立大学1校の障害学生支援室で合理的配慮を
申請し、学修場面で合理的配慮を申し出ている
ASDのある学生（以下、学生）3名から協力を得
ることができた（表1）。いずれの学生も自閉スペ
クトラム症（広汎性発達障害）の診断を大学入学
前に受けていた。また合理的配慮申請については、
入学時、または入学後に行なった学生である。

表1　研究協力者の概要

研究
協力者

診断名
（本人の申告）

合理的配慮
申請時期

インタビュー
時間（分）

1 自閉スペクトラム症
注意欠如多動症 大学入学時 125

2 広汎性発達障害 大学入学時 84

3 自閉症スペクトラム
識字障害 大学入学後 97

３．２　データ収集方法

　調査はX年10月に実施した。調査者は、実施
前に研究協力者となる学生に対して調査目的につ
いて書面を用いて説明し、家族を含む同意を確認
した。また、調査目的の説明は調査当日にあら
ためて行い、参加の意思を確認した上で実施し
た。データ収集は、調査者による学生への半構造
化面接で行なった。希望がある学生には、質問内
容（表2）を箇条書きにした紙面を提示して回答を
求めた。質問内容は、第二次まとめ（文部科学省， 
2017）に示される、合理的配慮内容の決定の手順
を参考に構成した。面接は、当該大学の会議室で
行なった。所要時間は84 ～ 125分であった。面
接では学生の同意を得た上で、ボイスレコーダー
に録音し、終了後に逐語録を作成したものをデー
タとした。

表2　質問内容

項目 質問例
〈障害のある
学生からの申し出〉

経緯

合理的配慮申請を考えたきっか
けを教えてください

〈学生と大学等による
建設的対話〉
診断
対話

ご自身の症状を他者に話した経
験はありましたか

担当のスタッフについて、話す際
に心配なことはありましたか

〈内容決定の際の
留意事項〉
内容の説明

スタッフからの説明で覚えているこ
とはありますか

〈決定内容のモニタリング〉
担当教員との対話

合理的配慮について申し出てい
ますか

教員との対話について教えてくだ
さい

〈その他〉 合理的配慮申請をして変わったこ
とはありますか

３．３　分析方法

　合理的配慮申請では建設的対話が行われること
から、「人間と人間が直接的にやりとりをする社
会的相互作用に関わる研究」に適し、実践現場で
の能動的応用が期待できる、修正版グラウンデッ
ド・セオリー・アプローチ（木下 , 2003）を用いた。
本研究では分析焦点者を「合理的配慮を受けてい
るASDのある学生」、分析テーマを「ASD学生
が合理的配慮を活用するプロセス」とした。概念
生成は分析ワークシートを用いた。分析ワーク
シートは概念・定義・具体例・理論的メモから構
成し、逐語録によるデータをもとに一概念ごとに
作成した。
　具体的な概念生成の過程は、学生の回答を分析
テーマと分析焦点者に照らし合わせ、関連する具
体例を分析ワークシートに記載した。さらに分析
を継続する中でこの回答内容に類似する他の回答
がある場合は追記を行ない、具体例（バリエーショ
ン）によって一定の現象についての説明が可能と
なった場合には、これらを説明する定義や概念名
を定めた。一方で具体例が概念生成までに至らな
い場合は、その回答は理論的メモに記載され、概
念の解釈のために用いた。分析ワークシートから
生成される概念は分析の最小単位として使用し
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た。
　概念間の関連については、対極例についても同
時に比較しながら、複数の概念の関係からなるカ
テゴリーやサブカテゴリーの生成を行い、カテゴ
リー相互の関係を分析結果としてまとめた。
　最終的な分析結果であるグラウンデッド・セオ
リーについては、簡潔に文章化し（ストーリーラ
イン）結果図の作成を行うことで、分析焦点者を
中心とした人間の行動や相互作用の動きを明示し
た。

３．４　倫理的配慮

　本研究においては、明星大学倫理審査委員会の
承認、協力機関大学の了承、研究協力者の学生3
名本人と家族の同意を得て実施した。研究協力者
へ調査や研究の趣旨、自由意思による参加、不利
益からの保護、個人情報の保護、結果の公表など
について、書面を用いて学生に説明を行った。ま
た、同意書には学生本人と家族の署名を得ること
で同意を確認した。本研究における開示すべき利
益相反はない。

４．結果

４．１　ストーリーラインと結果図

　ASD学生が合理的配慮を活用するプロセスは、
25概念、10サブカテゴリー、4カテゴリーが生
成された。カテゴリーにおける分類と概念の定義
を表3に示す。これらのカテゴリーと概念から結
果図（図1.）およびストーリーラインが示された。
カテゴリーを【　】、サブカテゴリーを《　》、概
念を〈　〉で表記する。

ストーリーライン
　ASD学生には、〈家族による症状の理解〉と〈家
族による環境調整〉を行う《自分と家族》があり、
家族とともに幼少期からの〈医療機関での長期的
な見守り〉や、就学期以降の〈自分の希望に基づ

く受診〉において《医療とのつながり》を保って
いた。こうした【自分と自分の症状を見守る環境】
を基盤としながらも、学生自身は日常生活の中で、

〈困難の経験〉や特定の事柄について〈何度練習し
てもできない体験〉や〈配慮を受ける必要性〉を
認識する場面を過ごし、これらを振り返りながら

《配慮を受ける構え》を形成する。これらの構え
は、進学への意思などの〈無視できないこと〉が

《自分にとって必要なこと》である場面では、〈合
理的配慮申請を想定した進学先の選択〉や〈合理
的配慮申請時期の検討〉を具体化するための《合
理的配慮を申請する準備》となり、【自分の状態
に応じた配慮への認識】が「ASD学生が合理的配
慮を活用するプロセス」の中核として、他のカテ
ゴリーへも作用していく。
　このように学生自身の申請への構えや準備は
整っていくが、申請や内容決定後の「障害のある
学生からの申出」や「学生と大学等による建設的
対話」の場面では、自分自身の〈特性や性格〉や
対話の相手に感じる〈話しやすさ話しにくさ〉に
加え、〈自分に必要な配慮内容がわからない〉こ
とでの《対話時に生じる障壁》と〈自分に対する
批判〉や〈他者からの評価への不安〉、〈他者の反
応に対する困惑〉などの《申請に対する心情》が
生じる。これらについてはその後、自分の症状や
問題点についての様々な情報をもとに〈自分の症
状に対する整理〉を行うことや、〈合理的配慮に
対するイメージ〉と照合することで《自分に必要
な配慮の組み立て》となることで、学生自身の【自
分の状態に合わせた合理的配慮内容】に進んでい
く。
　合理的配慮が実施されると、学生は〈うれしい
気持ち〉や〈困難の変化と実感〉から、《申請結果
の体感》を得る。これらは〈自分の行動の変化〉
や〈自分の考えや意見〉、〈自分の症状に対する解
釈〉や〈自分に必要な配慮内容の精査〉による《自
分自身による困難への対応》に拡がり、【自分や
環境への新たな意識】が生じていく。【自分の状
態に応じた配慮への認識】が深まる場合は、これ
らを経てプロセスは継続していく。
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表3　カテゴリーにおける分類と概念の定義

カテゴリー サブカテゴリー 概　　念 定　　義

自分と自分の
症状を見守る
環境

自分と家族
家族による症状の理解

家族（主に母）が本人の状態に敏感に理解を示し、周囲
の助言などを取り入れながら必要な手立てを考えること。本
人のやりたいことを家族が妨げないこと

家族による環境調整 家族が生活環境や教育環境を調整すること

医療とのつながり

医療機関での長期的な見守
り

家族の選択から幼児期に医療機関への通院が始まり、長
期的に経過観察を受けること

自分の希望に基づく受診 自分の意思で受診し、意思や担当スタッフから助言を受け
ること

自分の状態に
応じた配慮への
認識

配慮を受ける構え
困難の経験 経験してきた難しさや困りごとを具体的に振り返ること
何度練習してもできない体験 特定の問題に対して、練習したり工夫しても改善しないこと
配慮を受ける必要性 何らかの配慮が必要であると認識していること

自分にとって必要なこと 無視できないこと 具体的に達成したい、または緩和させたいと意識する対象
があること

合理的配慮を申請する
準備

合理的配慮申請を想定した
進学先の選択

助言や情報提供を受けながら、合理的配慮申請に柔軟に
応じてもらえる進路を検討すること

合理的配慮申請時期の検
討

合理的配慮申請について状況に合わせた申請計画を立て
ること

自分の状態に
合わせた合理的
配慮内容

対話時に生じる障壁

特性や性格 障害特性や性格特徴が、合理的配慮を申し出る場面に作
用すること

話しやすさ話しにくさ 合理的配慮を申し出るなどの対話の場面で、他者に対して
話しやすい、または話しにくいと感じること

自分に必要な配慮内容がわ
からない

自分の診断名と自分に必要な合理的配慮内容が結びつか
ないこと

申請に対する心情

自分に対する批判

合理的配慮を申し出るなどの対話の場面で、自分自身の
症状や行動を振り返り、本当に合理的配慮申請が必要な
状態なのかと批判したり、他者に理解してもらえるのか葛藤
すること

他者からの評価への不安 合理的配慮を申し出るなどの対話の場面以前に生じる、他
者のネガティブな評価への不安

他者の反応に対する困惑 合理的配慮を申し出た場面で他者に生じた反応に、疑問
や疑念を持つこと

自分に必要な配慮の組
み立て

自分の症状に対する整理 自分の症状や問題点について、さまざまな情報をもとに考え
ること

合理的配慮に対するイメー
ジ 合理的配慮が示す意味を、自分なりに解釈していること

自分や環境への
新たな意識

申請結果の体感
うれしい気持ち 申請した合理的配慮が提供された際に感じるポジティブな

感情のこと

困難の変化と実感 合理的配慮を受けたことで、自分の困難の状態に良い変
化が生じたことを認識すること

自分自身による困難へ
の対応

自分の行動の変化 合理的配慮を受けた後に、新しい学修面での行動が生じ
ること

自分の考えや意見 社会の中にいる自分の存在を考え、一定の価値観や観念
を持つこと

自分の症状に対する解釈 自分の症状を俯瞰的に思考し、自分の症状や生じる現象
について自分なりの解釈を見解を持っていること

自分に必要な配慮内容の精
査

自分の現状の状況に合わせて、申請している合理的配慮
を継続するかかどうかを判断すること
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４．２　ADS 学生が合理的配慮を活用する 
  プロセスにおけるカテゴリー

　研究協力者である学生を1）～ 3）で示し、学
生の語りを「太字」で表記する。

（１）【自分と自分の症状を見守る環境】
　このカテゴリーは学生自身の大学入学前までの
基盤となってきた環境面に関わる《自分と家族》
と《医療とのつながり》の2つのサブカテゴリー
から示される。
　学生は《自分と家族》について、「2）（小学校
に入る）前」の時期より学生本人への「3）特徴に
関してはすごく敏感」で「3）自分のやりたいこと
をさせてくれる親」による〈家族による症状の理
解〉から、「1）母と担任の先生が話し合ったりと
か、私の知らないうちに色々連携」が生じていた
こと、一方で、「3）理解は全くと言っていいほど

ない学校」との間では、「3）自由な学校のところ
（へ転校）」するなどの〈家族による環境調整〉が
行われていたことを振り返っていた。なお、家族
については「1）母とも昔から仕事のつながりで」
や「3）母親はいろいろと親睦があった」等、母親
が家族以外の周囲の人物と関わりがあったことを
解説していた。
　〈医療機関での長期的な見守り〉については、

「1）私の母が私をみてくださっていた幼稚園の先
生に、ちょっと受けてみたほうがいいんじゃない
と言われたのがきっかけ」となるが、学生の年齢
が上がるにつれて、「2）予約と私の空きが合えば
行く」、「1）精神障害者手帳取得のため」、「2）（薬
の処方のために病院へ）行かなければ」などの状
況に合わせた受診となっていた。〈自分の希望に
基づく受診〉では、「3）高校1年生の時の、周り
との合わなさ、連携の難しさで、相談しに行った」

「3）やはり自閉的ななんかがあるんだねとおっ

図1.　自閉スペクトラム症のある学生が合理的配慮を活用するプロセス
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しゃれられて」、「3）そういうサポートがある大
学を探した方がいいよねと」助言を受け、学生自
身が「3）ためになる」ことが《医療とのつながり》
に関わっていた。〈医療機関での長期的な見守り〉
では、学生自身は「2）（症状の解説について）記
憶がない」と話していた。

（２）【自分の状態に応じた配慮への認識】
　このカテゴリーでは、自分の意思や構えが反映
する環境への接近を含む、《配慮を受ける構え》《自
分にとって必要なこと》《合理的配慮を申請する
準備》の3つのサブカテゴリーが示される。
　《配慮を受ける構え》は「2）新聞とか読んでも、
字、ちっちゃくて読めない」「1）全然ノートを取
るスピードが追いつかない」などの〈困難の経験〉
や、「2）復唱ができなかったり。なんか知らない
けれど、何度練習しても無理だから、無理なんだ
な」「3）普通の学習では、僕はやっていけないっ
ていうのを、すごく痛感」する〈何度練習しても
できない体験〉、「1）周りからの指摘」による〈配
慮を受ける必要性〉から生じ、「2）（音の刺激を
抑えるために）イヤマフをとにかくつけたい」な
ど「3)どうしても」〈無視できないこと〉が現れた
際には《自分にとって必要なこと》となり、「3）
オープンキャンパスに（何回か繰り返して）来さ
せていただいた」「3）通院していた病院の心理カ
ウンセラーの方が、この大学はいいと言う」こと
を通した「1）信頼」から、特定の大学に対する〈合
理的配慮申請を想定した進学先の選択〉につな
がっていた。また、「2）（入試を）12月に受けて、
その時は何も知らなくて何も準備してなくて、だ
けど、その次はちゃんとそれで申し込もうと」考
える、または「3）入試の内容というものが、非常
に得意な内容だったので、申請とかそういうもの
が必要ない」と判断する〈合理的配慮申請時期の
検討〉は《合理的配慮を申請する準備》になるこ
とで【自分の状態に応じた配慮への認識】が具体
的になっていた。

（３）【自分の状態に合わせた合理的配慮内容】
　このカテゴリーでは、合理的配慮を申請するた
めの自分の症状やそれに関わる配慮の整理や計画
に伴う《対話時に生じる障壁》《申請に対する心情》

《自分に必要な配慮の組み立て》の3サブカテゴ
リーが示される。
　学生には、「2）聞いて理解して、発するのが難
しい」ことや「1）どうやって説明すればいいかが
わからない」、「1）他の人が話しに行っていると、
譲っちゃう」などの〈特性や性格〉や、他者が「1）
障害を持ってる学生さんに慣れてる」かどうかや

「3）理解し合うことに積極的な先生」かどうかで
生じる〈話しやすさ話しにくさ〉、「1）自分の障害
名だけは知っていても」〈自分に必要な配慮の内
容がわからない〉など、学生には様々な《対話時
に生じる障壁》が生じていた。これについて学生
は「3）主治医の先生も母親も然り、自分の親しい
友人もそうですし、そういう人たちから常に客観
的に見て伝えてくれる」経験や、「3）（診断書を）
担当相談員にお渡しさせていただいて、読んでい
ただいて、こういうことなんですねって。そこか
ら、授業を受ける前時点で、非常にかなり前に進
んだ支援内容を、文言にすることができたと思う」
とする根拠資料での理解、「2）授業中、めちゃく
ちゃおしゃべりしてる時もある。どうだろう。普
通に誰かと絡んでおしゃべりしてることもある」
といった自分の日々の体験をもとに、〈自分の症
状に対する整理〉を進めていた。また、「1）合理
的配慮という補助輪」は「3）なるたけ他の人と同
じグラウンドに立って」という〈合理的配慮に対
するイメージ〉と照らし合わせながら《自分に必
要な配慮の組み立て》が進む一方で、「1）（100％）
頑張ってないのに、言っちゃいけない」と感じ、

「2）いや、私のニュアンスが悪かったかもしれな
い」などの〈自分に対する批判〉や、他者に「1）
嫌な思いをさせないか」や「3）どういうニュアン
スを大事にして、この話をさせていただいている
のかというのは、そういうものを引き受けようと
いう姿勢をやっぱり持っていただかないと、そう
いうニュアンスがスルーされてしまって、自分が
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だめなことをしているというようなことになる」
という〈他者からの評価への不安〉は、「2）（人
によってはあって）そんなの個性っていうか、ちゃ
んとやればなんとかなるでしょぐらいの感じのこ
とを言ってくるから、やっぱりわかってないん
だなって思う」「3）システマティックになってし
まっているっていうか、ちょっと意外でした」な
どの〈他者の反応に対する困惑〉などの《申請に
対する心情》になっていた。

（４）【自分や環境への新たな意識】
　このカテゴリーは、合理的配慮を受けた後の状
況を示す《申請結果の体感》《自分自身による困
難への対応》の2サブカテゴリーから示される。
　学生は合理的配慮を受けた後、「3）例えば、本
を読むとか、自分の考えをまとめるとか、あるい
は、何日間かのうちに提出期限があって、ちゃん
と提出できるとか、自分が大学に入った当初に比
べて、できるようになったことっていうのが、い
くつかあった」、「2）ふつう、字小っちゃいじゃん、
資料とか。こんなの読めないなっていつも思って
たけど、大っきくなったから、あー読みやすいな、
みたいな」、「1）補完するのに、やっぱり役立つ」
といったような〈困難の変化と実感〉を持ってい
た。さらに「2）拡大した書類が来たのはすごい嬉
しかったから」「3）時間を延長してくれるってい
うのは、非常にびっくりしましたね。そんな融通
が効くんだっていうのが。意外でした」と〈うれ
しい気持ち〉から《申請結果の体感》をしていた。
　「1）大学生になってから、ノートを見返して勉
強するってことを知った」や「3）考えることに対
して、時間をとっていいんだよって、自分自身に
言い聞かせられるようになりました」と〈自分の
行動の変化〉があった。一方で「1）楽になるから、
写真撮ればいっかみたいな感じになって、今まで
必死になってた部分、真面目じゃなくなっちゃ
う」、「2）役に立ったけど、申請しなくてもでき
たかもしれない」といった対極的な感想も持って
いた。また、申請している合理的配慮が受けられ
なかった場合は、「2）読まない（大っきくしてな

かったら、こんなの読めないよ、みたいな感じだ
から）」ことから学習の行動や意欲は生じていな
かった。
　この変化と同時に学生は、「3）自分が大学や社
会の中において、考えようによっては少数者って
いうことを、自分自身でも理解していて、よく少
数者と言われがちですが、他の周りの人たちに対
して、尊重っていうものを逆にしたい側になるん
です」などの合理的配慮や社会自分に対する〈自
分の考えや意見〉を表していた。この考えや意見
には「3）自分が望んでいるような支援が、なかな
かすぐに一発で理解してもらえるってことではな
いですよね。そこが難しいですよね」「2）先生た
ちもやっぱりそういうのわからないといけない」
など、他者の立場も想像した思考も含まれていた。
　また、「1）高校生の頃はずっと自分のやる気不
足やる気不足って、自分はダメ人間だって。脳の
仕組みというか、そういうのを知って心が軽く
なったり」「3）僕のこういう普通の言葉の中には、
たくさん漢字に書き起こせる文字がたくさん含ま
れていると思うんですけど、ただ、それは、音で
覚えているだけで文字化できないんですね」など
の〈自分の症状に対する解釈〉や「1）自分の手助
けから、完全に上のっていうか（課題の延長って、
他の人はみんなその期限でやっているのに、自分
だけ、それを延ばしてもらうっていうのが、けじ
めとしてできない）」といった〈自分に必要な配慮
内容の精査〉が行われていた。こうした《自分自
身による困難への対応》は先の《申請結果の体感》
の影響を受けることで、【自分や環境への新たな
意識】となっていた。

５．考察

　本研究では、学生への聞き取りから「ASD学
生が合理的配慮を活用するプロセス」を生成し、
合理的配慮を活用する経過や認識を明らかにする
ことを目的とした。生成された4つのカテゴリー
をもとに考察を行う。
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５．１　【自分と自分の症状を見守る環境】

　学生が合理的配慮を申請する以前の生活環境に
ついて整理し、合理的配慮申請との関連について
検討する。学生の回答から《自分と家族》《医療
とのつながり》の2つのサブカテゴリーが生成さ
れている。
　本研究での事例では合理的配慮に関して、大学
入学前までの時期に何らかの申請等が行われた経
過はなかったが、学生は母親が学校などに相談し
ていたことを認識し、これによって生じる調整を
合理的配慮として理解していた。また学生はこの
調整について「やってくれていた」と回答し、家
族が自分を応援してくれているという認識を持っ
ていた。また、医療機関での長期的な見守りを受
けた学生は、診断名はわかる、または、わかるが
症状についての説明を受けた記憶は乏しいと解説
し、自分の希望によって受診した学生は、両者に
関する説明を具体的に受けていると回答する点で
の違いが見られたが、いずれも通院先と良好な関
係を保ち治療や助言を受けていた。学生は後述す
る〈困難の経験〉も体験していくが、回答の様子
からは自身の症状については肯定的ではないまで
も、“自分にある自然なもの”として認識されて
いると推測された。
　すべての学生の報告に共通し特徴的だったこと
は、《自分と家族》のなかでも母親が医療機関に
とどまらず周囲の様々な人に相談していたとす
る、母親に関する回答内容だった。状況を客観的
に説明する回答が主となっていたが、自分に対し
て「理解が厚い」と解説する学生がおり、普段か
ら相談する相手になっていることも推測された。
　こうした母親の様子は、松井ら（2016）の発達
障害のある子どもの子育てに前向きな感情を持つ
過程や障害受容の状況の報告に重なる点が見られ
ることから、本研究の学生の母親にもそれらの背
景があった可能性がある。「子どもの特性に気づ
き、その特性や対応に戸惑う」ことや「手探りの
状態で色々な支援機関を訪れる」ことなどから「子
どもに対する理解が深まり、今後の子育てに自信

がもてる」過程を進む母親を、学生は前向きに捉
えているのかもしれない。宮原ら（2002）は、障
害受容時に母親に不安や自責が生じることや、同
じ悩みを持っている親がいることを知ることで孤
立感が解消し、親の行動を変化させるとして、専
門家の適切な助言や指導の必要性を論じている
が、《医療とのつながり》はこれを補っていた可
能性がある。岡本ら（2015）は、二次障害のある
発達障害のある青年期の事例を分析し、適応良好
例に前思春期・思春期前期に治療を受けている者
が多いこと、幼少期の心身医学的な症状が自己イ
メージやその修復に関わることを報告している
が、本研究の学生にとっても二次障害予防に関連
する環境があった状況が推測される。本研究の経
過から、学生が必要に応じて家族や支援機関等に
相談する経験が積まれていること、良好な関係性
を保つ経験があったことが示された。

５．２　【自分の状態に応じた配慮への認識】　

　【自分と自分の症状を見守る環境】を基盤に、
学生が自ら、自分自身のために合理的配慮の必要
性について検討していく経過が示されたカテゴ
リーと言える。
　本研究での学生における【自分の状態に応じた
配慮への認識】に至る経過は、《配慮を受ける構
え》を背景に《自分にとって必要なこと》が生じ
たことが起点となり、《合理的配慮を申請する準
備》へと展開していたと考えられた。本研究にお
いて《自分にとって必要なこと》は、大学での学
修や特定の資格取得を前提とした具体的な対象が
あり、取得のためには〈無視できないこと〉あっ
た。本研究ではその後《合理的配慮を申請する準
備》については、《医療とのつながり》を主とする

【自分と自分の症状を見守る環境】の情報を「信頼」
して進めていく経過が示された。
　中村（2017）は、就労移行支援事業所に通所す
る発達障害のある成人に聞き取りを行い、対象者
が支援機関へ相談する過程に「このままではいけ
ないという思い」があることを明らかにしている。
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対象者の背景に違いはあるが、学生にとって合理
的配慮申請を行うことは「必要に迫られての検討」
である可能性があることを理解する必要がある。
さらに詳細から、「経験の再解釈」は〈困難の経験〉
と重なり、「障害特性と行動特性の照合」は〈何度
練習してもできない体験〉が、診断名から症状に
対する理解を深める過程とは異なるものの、具体
的な条件や状態を照合して理解を進めている経過
には重なりがあった。このことから、本研究の学
生は具体的な体験を通した障害受容をしていたこ
とが推測された。
　一門ら（2008）は発達障害児・者を対象とした
自尊感情について調査を行い、対照群に比して「自
分の良さに自信を持っている」ことを示す自信因
子や、「自分を恥ずかしいと思わずに自己を受容
する」ことを表す自己受容因子の低さが認められ
る一方で、「失敗しても頑張りたい」といった達
成動機因子や「家族から受容されている」とする
家族受容因子は保たれていたことを報告してい
る。自尊感情や自信の低さが、必ずしも達成動機
を低減させるわけではないこと、家族などの他の
要因によりこれが損なわれない可能性があること
を示しているとも考えられる。本研究において学
生は、この時点において、診断名による症状の理
解は十分と言えないまでも、自分の状況や症状を
具体的な体験から捉えている状況であったことが
推測された。これらより学生の合理的配慮申請へ
の認識においては、必ずしも診断名からの詳細な
理解が必要ではなく、具体的な自己の体験から、
目的を達成するためには何らかの配慮が必要であ
るという認識があったと推察できる。本研究にお
いては大学進学が目標となり、そのために進学先
も合理的配慮申請を行いやすい環境を選ぶことが
大きな観点となっていた。こうした動機が【自分
の状態に応じた配慮への認識】に影響していると
考えられた。

５．３　【自分の状態に合わせた合理的配慮内容】

　自分の症状について他者へ説明し、自分に合わ

せた配慮を考える場面を示すカテゴリーであり、
合理的配慮の内容の決定の手順では、障害のある
学生からの申出と障害のある学生と大学等による
建設的対話、内容決定の際の留意事項に該当する
場面と言える。
　この時点において学生は、合理的配慮を申請す
る意思を大学に示している一方で、自分ができな
いことに関わる状況は具体的に説明できるが、症
状の背景や診断に至る原理には結びつかない状態
にあった。学生において、自分の診断名と自分に
必要な配慮内容が一致しない状況や、経験したこ
とのない大学生活への配慮内容を想像することが
難しい状況があることは、大学との建設的対話の
場面で《対話時に生じる障壁》となることがある
と考えられた。
　学生は〈自分に必要な配慮の内容がわからない〉
状態の中でありながらも、自分の苦手な部分や
他者に対する振る舞いなどの〈特性や性格〉につ
いて再認識し、具体的にどのような場面でどのよ
うになってしまうのかといった状況を具体的に率
直に説明していた。対話については、話しにくい
と感じる対象者がいる反面、障害学生支援室など
の、学生が障害について理解があると予測する部
署の職員や、積極的に理解を示そうとしていると
感じられた職員に対してはためらわずに相談を進
めていた。山下ら（2017）はASDのある調査対象
者が、周囲からの批判的な言葉から、自己嫌悪や
自己否定、自責感により「自尊心の低下」が生じ
ていた経過を明らかにしている。学生が回答した

〈話しやすさ話しにくさ〉に共通している点は、「認
めてくれる」「理解してくれる」ことであること
からも、学生が話しやすいと感じる職員には、肯
定的であり受容的である側面があったと考えられ
る。学生はこうした大学内での相談者とつながり、
家族や主治医や心理士などの助言や診断書などの
根拠資料と、自分なりに具体的な状況やこれまで
の【自分の状態に応じた配慮への認識】を加えな
がら、対話を重ねていた。また、ここでは並行し
て学生は「傷つきたくない」「否定されたくない」

「がっかり」「あきらめ」「わかってほしい」「努力
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してほしい」「自分が悪い」「自分の症状が、他者
に受け入れられにくいこともわかる」といった《申
請に対する心情》が《自分に必要な配慮の組み立
て》の場面で複雑に生じることも明らかになった。
　本研究では、学生は大学入学前に合理的配慮に
ついて、実際に求めている配慮に教育の目的・内
容・評価の本質を変える意識はなく、あくまでも
自分を補うものと〈合理的配慮に対するイメージ〉
を捉えていた。また単一の例ではあるが、「大学
側としてはどういうことができるのかというもの
を言語化してもらう」、「授業をとりあえず受けて
みて、難しかったことをまとめる」、「根拠資料を
他者に読んでもらい、内容を理解してもらう（理
解してもらった感触も得る）」という過程を解説
した学生がいたことからは、根拠資料を含め、何
らかの考え方の方向性や枠組みがこれらの思考を
支えていることが推測できる。西村（2018）は発
達障害学生について「実際の問題と、自身の障害
特性を関連づけることの難しさ」や「さまざまな
状況を把握し整理して、自分の考えをまとめ上げ
ることの苦手さ」等の障害特性に着目し、合理的
配慮の提供については「本人の意思決定過程を支
援する」必要があることを示しているが、本研究
の協力者である学生がこの状況のなかで、合理的
配慮に関する申請や自分の状態の整理を行えた背
景を検討すると、先に示した〈合理的配慮に対す
るイメージ〉を学生自身が持っていたこと、障害
がある学生への対応に慣れていると学生が予想で
きる他者には相談できると認識できていたこと、
根拠となる考え方をもとに考えることができたこ
とが関わっていた可能性がある。
　合理的配慮に対するイメージをどのように形成
したのか本研究においては明らかではないが、本
研究から学生は、配慮は合理的な判断のもとで行
われる意識を持っている可能性があることが推測
された。相談や対話の際には、学生のイメージを
確かめながら、学生本人が何に対して不安に思っ
ているのかについてよく理解しようとする姿勢で
話を聞き、根拠となる考え方を用いた説明を行う
ことに加え、具体的な手順や方法を明確に示すこ

とは、対話が促進されると同時に、学生本人の自
分の状態の整理にも影響する可能性があることが
考えられた。

５．４　【自分や環境への新たな意識】

　申請した合理的配慮を受けた後の学生の状態を
示すカテゴリーであり、合理的配慮の内容の決定
の手順では、決定された内容のモニタリングに該
当する。
　本研究の学生は、共通して合理的配慮を受けた
ことについて「よかった」と認識していた一方で、
具体的な内容については「あまり考えたことがな
い」と前置きする学生が多く、また共通して、合
理的配慮を申請したことでの「自分の症状に対す
る感じ方への変化はない」という見解を持ってい
た。ただし、状態の変化について尋ねると、《配
慮を受ける構え》にある〈困難の経験〉の内容が
配慮によって、「できるようになった（ノートが
とれるようになった）」、「参加できるようになっ
た（解説を読むことができるようになって実験が
できる）」といった〈困難の変化と実感〉や、「よ
くなった（文字を読むための時間が早くなった）」
と困難が好転したと認識している学生がいること
が明らかになった。また、同時に配慮に対して「す
ごいうれしかった」と表情豊かに語る様子があり、

〈自分の考えや意見〉や〈自分の症状に対する解釈〉
〈自分に必要な配慮内容の精査〉からなる《自分自
身による困難への対応》は、学生の思考や態度に
大きな影響を及ぼす可能性があることを示してい
る。これらは、山下ら（2017）による、ASDのあ
る成人の障害理解や肯定的な自己理解のプロセス
における「自己の障害の肯定的な捉え直し」や発
達障害者の障害受容の心理社会的プロセス（中村 , 
2017）での「自分についてのメタ認知」に重なり
があることから、合理的配慮申請を活用するプロ
セスが、学生の障害受容や肯定的な自己理解の機
会になっていたと考えられる。またこのプロセス
が、自己効力感に基礎づけられる情報源の中で「遂
行行動の達成」が最も強く安定したものであると
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する池辺（2014）の概説に支持されることから、
自己効力感に作用するプロセスであったことも推
測された。一方で、先述のようにこれについての
学生の認識は強くない印象がある。末吉ら（2021）
は、自閉スペクトラム症学生に対する就業体験の
振り返りから自己評価が高まる背景として、設定
した目標に対して実際の体験を通した成功体験を
積むことや、振り返りシートを通した客観的・肯
定的な支援者からのフィードバックをあげてい
る。合理的配慮申請の過程では、合理的配慮を受
けられない場合は、対話を継続せずに諦める様子
があることからも、関わる職員は申請後も合理的
配慮の状況がどのようになっているかを学生と確
認していく必要があると考えられる。

５．５　総合考察

　本研究では「ASD学生が合理的配慮を活用す
るプロセス」から合理的配慮を活用する経過や認
識を明らかにしてきた。合理的配慮申請を行う経
過において、【自分と自分の症状を見守る環境】【自
分の状態に応じた配慮への認識】【自分の状態に
合わせた合理的配慮内容】【自分や環境への新た
な意識】の4つのカテゴリーが生成された。また、
学生は合理的配慮申請を通し、これらのプロセス
から学修場面での成果を感じていることが示され
た。多田（2010）は広汎性発達障害のある学生と
の学生相談において「困っている現実的問題への
助けを求めていることがほとんどである」と報告
しているが、学修面に関わる問題は学生にとって
は深刻であることも想像される。本研究から、合
理的配慮を活用できる事例には、これらのカテゴ
リーやプロセスがある可能性があることが推察さ
れた。これらのカテゴリーが合理的配慮に関わる
とは必ずしも言えないが、必要とする学生の背景
が本研究の学生と異なることで申請に至っていな
い場合には、これらを補う支援を関わる職員が行
う必要があると考える。ASD学生が現実的な問
題に対してどう取り組むかの一端に、合理的配慮
申請があると考えられる。本研究で得られた結果

を基に、合理的配慮の活用に関わるシステムや支
援について今後も検証していく。

６．本研究の限界と課題

　本研究はASD学生3名のみのデータであるこ
とから、プロセスの一般化には限界がある。今後
は本研究を基礎とし、より多くの学生を対象に研
究を行う必要がある。また、本研究は合理的配慮
を積極的に受ける意思がある事例であり、申請し
たが合理的配慮を受けていない事例や、申請に時
間を要した事例など、他の様々な事例との比較や
検証も必要であると考える。
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An Examination of the Process of Utilizing Reasonable Accommodations for 
University Students with Autism Spectrum Disorders.

NISHIO Misato

Abstract
In order to clarify the process and perceptions of which university students with ASD utilizing reasonable 
accommodations at universities and other institutions, we examined the process by which students with 
ASD utilize reasonable accommodations. Semi-structured interviews were conducted with three ASD 
students who were applying for reasonable accommodations at university and analyzed using a modified 
grounded theory approach. 
 In this study, ASD students' context for applying for reasonable accommodations included [an 
environment watch over them and their symptoms] and [perceptions of accommodations according to their 
condition], which were mainly leaded from their connections with family and medical care. 
 Such perceptions don't directly lead to being able to make clear what kind of accommodation they 
should apply for. When applying for reasonable accommodation, various feelings arise because unable to 
clearly communicate the content of accommodations one needs, but there was a process in which they were 
able to sort out the "contents of reasonable accommodation for their condition" by obtaining objective data 
and advice.
 In the process of being provided with reasonable accommodation, they realized that the provision of 
reasonable accommodation helped them feel that things they were not good at were gradually improving, 
and also triggered a [new awareness of themselves and their environment] that they could improve in their 
own way.

Key words: Reasonable accommodation, University students, Autism Spectrum Disorder, Modified 
Grounded Theory Approach


